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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】繰り返し加筆することができるマウスパッドを
提供する。
【解決手段】透過性の透明基台板１１０の一面に筆記可
能な加筆透明ニス層１３０を印刷することによって筆記
領域を形成し、コンピュータの入力装置であるマウスの
動作を良好にするために敷く平板状のマウスパッド。透
過性の透明基台板の一面に筆記可能な加筆透明ニスを印
刷することによって、筆記領域を形成することができる
。そして、この筆記領域にメモ等を記入し、消す事が可
能となるため、繰り返しの利用にも適している。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータの入力装置であるマウスの動作を良好にするために下に敷く平板状のマウ
スパッドであって、透過性の透明基台板の一面に筆記可能な加筆透明ニスを印刷すること
によって、筆記領域を形成したことを特徴とするマウスパッド。
【請求項２】
　請求項１記載のマウスパッドにおいて、前記加筆透明ニスが、ポリエステル樹脂１５％
～２０％と、アクリルエステルオリゴマー・モノマー５０％～６０％と、光開始剤を５％
～１０％と、マット剤を１５％～２０％と、その他重合禁止剤等を５％未満混合したＵＶ
オフセット印刷用透明ニスであることを特徴とするマウスパッド。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のマウスパッドにおいて、前記透明基台板が、透明ポリプロピレン
又はポリエチレンテフタレート又は塩化ビニールであることを特徴とするマウスパッド。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、加筆することができるマウスパッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般にパーソナルコンピュータの操作者が離席しているときに外部から電話があり、そ
の伝言を前記操作者に伝える手段として、伝言内容を記載したメモ用紙を卓上に置くこと
が行われている。
　また、このコンピュータ操作者用の伝言用紙に関する技術が掲載されたインターネット
上のウェブサイトとしては下記の非特許文献１が挙げられ、この非特許文献１には、上部
分をメモ書きが可能な動物の形状とし、下部を横長方形状にし、キーボードのキースイッ
チ間に下部を挿入して自立させる伝言メモ用紙が記載されている。
　また、従来技術によるマウスパッドは、コンピュータにおけるマウスの移動を高精度に
検知させるための機能は備えているものの、他の機能は備えていないのが一般的である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】「ＳＨＯＰ　ＭＯＪＩ　ＭＯＪＩ」がインターネットのオンラインショ
ップのホームページに記載した「ＤｅｎｇＯｎ」の頁、［平成２３年５月２９日検索］、
インターネット（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｉ－ｍｏｊｉｍｏｊｉ．ｃｏｍ／ｓｈｏｐ／
ｄｅｎｇｏｎ／）
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述のメモ用紙を机上に置く従来技術は、紙のメモ用紙が風等によって落下したり卓上
から飛ばされないようにするための文鎮等が必要になり、非特許文献１に掲載のメモ用紙
は、伝言内容を加筆するために材質を紙としているため、腰がなく自立には適さないと共
に前記の風等によって飛ばされる可能性があり、さらには繰り返しの利用に適さないとい
う課題があった。
　また、従来技術によるマウスパッドは、本来の機能を利用者が使用することが行われて
いるものの、他の機能との兼用が考慮されていないのが一般的である。
【０００５】
　本考案の目的は、前述の従来技術による課題を解決することであり、繰り返し加筆する
ことができるマウスパッドを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　前記目的を達成するために本考案は、コンピュータの入力装置であるマウスの動作を良
好にするために下に敷く平板状のマウスパッドであって、透過性の透明基台板の一面に筆
記可能な加筆透明ニスを印刷することによって、筆記領域を形成したことを第１の特徴と
する。
【０００７】
　また、本考案は、前記第１の特徴のマウスパッドにおいて、前記加筆透明ニスが、ポリ
エステル樹脂１５％～２０％と、アクリルエステルオリゴマー・モノマー５０％～６０％
と、光開始剤を５％～１０％と、マット剤を１５％～２０％と、その他重合禁止剤等を５
％未満混合したＵＶオフセット印刷用透明ニスであることを第２の特徴とし、前記第１又
は２の特徴のマウスパッドにおいて、前記透明基台板が、透明ポリプロピレン又はポリエ
チレンテフタレート又は塩化ビニールであることを第３の特徴とする。
【考案の効果】
【０００８】
　本考案によるマウスパッドは、透過性の透明基台板の一面に筆記可能な加筆透明ニスを
印刷することによって、筆記領域を形成することができる。そして、この筆記領域にメモ
等を記入し、消す事が可能となるため、繰り返しの利用にも適している。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本考案の参考例による伝言シートの使用状態を示す図。
【図２】本参考例による伝言シートを説明するための図。
【図３】本参考例による伝言シート及び栞を複数搭載した伝言シート体を説明するための
図。
【考案を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本考案の一実施形態によるマウスパッドを説明する。
　本考案の参考例による伝言シート２０は、図１に示す如く、パーソナルコンピュータの
キーボード１０に配置された複数のキースイッチ１１の列の間隔に挿入されて自立するも
のであって、図２に示す如く、キーボード面に対して上方向に配置された伝言を手書き可
能な伝言記入部２１と、キャラクターが印刷されたキャラクター部２２と、前記複数のキ
ースイッチ１１の列の間隔に挿入されて自立するための支持部２３とを囲む外形状に構成
され、本参考例においては、図２に示す如く、伝言記入部２１を、縦方向に伸びるキャラ
クター部２２の上方側面から横方向にフキダシの如く突出させ、伝言シート２０を自立す
るために支持部２３の下部幅Ｌ２を上部幅Ｌ１と同じ寸法とし、上部と下部の中間部の中
間幅Ｌ６を前記上部幅Ｌ１と下部幅Ｌ２より狭い幅に構成している。
【００１１】
　また、本参考例が適用されるキーボード１０のキースイッチ１１は、文字等が刻印され
たキートップと、該キートップを上下方向移動可能に支持する支持部と、キーボードの印
刷基板の接点をオンオフする接点スイッチとから構成されており、前記伝言シート２０の
支持部２３は、縦方向の寸法Ｌ４を前記接点スイッチからキートップ迄の縦寸法以上に設
定しており、余白部分にキャラクターに対応したロゴ等のロゴ部２４とキャラクターの著
作権を表示する著作権表示部２５とを表面又は裏面に印刷しており、前記伝言記入部２１
は、支持部２３がキーボードに配置された複数のキースイッチ列の間隔に挿入されたとき
にキースイッチの高さ以上の位置になるように配置されている。前記キースイッチの高さ
は、一般に薄型の約５ｍｍから通常の約１０ｍｍの範囲である。
【００１２】
　なお、本参考例においては、伝言シートの外形状が伝言記入部２１上部縁の上部幅Ｌ１
と支持部２３下部縁の下部幅Ｌ２とを同一寸法とした例を説明したが、本参考例はこれに
限られるものではなく、上部幅Ｌ１に比べて下部幅Ｌ２の幅寸法を大きくすることや、キ
ャラクター部２２の中間幅Ｌ６を狭くすることなく、上部幅Ｌ１及び下部幅Ｌ２を同じく
した方形とすることや、上部幅が下部幅に比べて短い台形にすることや、縦長の縦長方形
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にすることや、縦寸法が短く横寸法が該縦寸法に比べて長い横長方形とすることや、キャ
ラクター部２２及び伝言記入部２１の形状を湾曲した形状にすることが考えられる。また
、支持部２３の下部はキーボート内部の平面な印刷基板上に乗せるため直線状が好ましい
が、櫛状他の形状であっても良い。
【００１３】
　本参考例による伝言シートは、図３（ｂ）に側面を示す如く、厚さが好適には約０．２
ｍｍの例えば透明ポリプロピレン製の透過性の透明基台板１１０と、該透明基台板１１０
上に、前記キャラクター部２２・伝言記入部２１・ロゴ部２４・著作権表示部２５が印刷
された印刷層１２０と、該印刷層１２０の伝言記入部２１の伝言記入領域に印刷塗布され
、一般の筆記用具を用いた文字の記入が可能な材質から成る加筆透明ニス層１３０とから
構成される。本参考例においては、図３（ａ）に示す如く、複数の伝言シート２０～６０
を配置し、各伝言シート２０～６０を伝言シート外形状に沿ってミシン目により切り離し
可能にしたものを伝言シート体１００と呼び、この伝言シート体１００は、ミシン目を開
孔しないことによって、コンピュータの入力装置であるマウスの動作を良好にするための
板状のマウスパッドとして使用することができる。なお、マウスパッドの場合には、その
利用に適した厚さや形状等にすると良い。
【００１４】
　この伝言シート体１００は、例えば、図３（ａ）に平面を示す如く、（Ａ）厚さが好適
には約０．２ｍｍの方形の透明基台板１１０に、図２に示した外形状の伝言シート２０と
、中央に伝言記入部３１を配置し、該伝言記入部３１の両側に動物のキャラクター部３２
を配した外形状横長の伝言シート３０と、縦長の伝言記入部４１の一側に動物キャラクタ
ー部４２を配した外形状の伝言シート４０と、横長の伝言記入部５１にキャラクター部５
２の一部を重複させた外形状の伝言シート５０と、上端の伝言記入部６１の下方にキャラ
クター部６２を配した縦長外形状の伝言シート６０とを印刷技術によって印刷する工程と
、（Ｂ）前記各伝言記入部上に前記加筆透明ニス層１３０を印刷塗布する工程と、（Ｃ）
複数の伝言シートの外形状に沿って余り箇所から切り離し可能なようにミシン目を入れる
工程とによって製造される。なお、前記ミシン目を開口する工程（Ｃ）は、伝言シート体
１００をマウスパッドとして使用する際には不要である。
【００１５】
　前記加筆透明ニス層１３０を構成する加筆透明ニスは、例えば、ポリエステル樹脂１５
％～２０％と、アクリルエステルオリゴマー・モノマー５０％～６０％と、光開始剤５％
～１０％と、マット剤１５％～２０％と、その他重合禁止剤等を５％未満混合したもので
あって、ＵＶオフセット印刷用透明ニスとも呼ばれ、鉛筆や油性ペンで記載した文字を消
して再利用することができる。また、この加筆透明ニスは、前記した配合に限られるもの
ではなく、他の材質のものであっても良い。
【００１６】
　また、前記透明基台板１１０の材質及び厚さは前記したものに限られるものではなく、
例えば、材質はポリエチレンテフタレート（ＰＥＴ）や塩化ビニール他の透過性のある合
成樹脂であれば良く、キーボードに自立させる伝言シートとする際には、材質や外形状に
応じて自立可能な厚さであって市販のシートカット装置によってカット可能な０．１ｍｍ
～０．５ｍｍ程度の厚さが好ましい。
　また、本実施形態においては印刷層１２０を、透明基台板１１０と加筆透明ニス層１３
０と間に印刷塗布する例を示したが、これに限られず、透明基台板１１０の裏面（図３ｂ
における右側）に印刷塗布するようにしても良い。
【００１７】
　本考案によるマウスパッドは、透過性の透明基台板１１０の一面に筆記可能な加筆透明
ニスを印刷することによって、筆記領域を形成することができ、伝言シート体は、前記伝
言シート及び栞を囲む領域を囲んで切り取るためのミシン目を開孔した場合、筆記領域を
形成した伝言シート及び栞を切り離すことができる。
【符号の説明】
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【００１８】
１０　キーボード、１１　キースイッチ、
２０　伝言シート、２１　伝言記入部、２２　キャラクター部、２３　支持部、
２４　ロゴ部、２５　著作権表示部、３０　伝言シート、３１　伝言記入部、
３２　キャラクター部、４０　伝言シート、４１　伝言記入部、
４２　キャラクター部、５０　伝言シート、５１　伝言記入部、
５２　キャラクター部、６０　伝言シート、６１　伝言記入部、
６２　キャラクター部、１００　伝言シート体、１１０　透明基台板、
１２０　印刷層、１３０　加筆透明ニス層

【図１】 【図２】
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